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【人口と世帯】平成31年４月１日現在　（　）内は前月比
人口 11万3360人（+204）　男 ５万6469人（+131）　女 ５万6891人（+73）　世帯 ５万4059世帯（+264）

５月 イベントカレンダー
日 内　　容 メモ
１（祝）● 農産物即売会→16㌻

２（祝）
３（祝）
４（祝）● 農産物即売会→16㌻

５（祝）● 農産物即売会→16㌻

６（振休）
７（火）● ３～４か月児健診→21㌻

８（水）● 農産物即売会→16㌻
● ３歳児健診→21㌻

９（木）●申 乳幼児歯科健診→4/1号21㌻ 担当 あ
いぽっく☎543-7303

10（金）●申 マタニティークラス（全３回）→4/1
号20㌻ 担当あいぽっく☎543-7303

11（土）

●申 男性のための栄養教室→4/1号20㌻
担当あいぽっく☎544-5126

●申 夏休み親子映画会 実施団体説明会→
4/15号12㌻ 担当公民館☎544-1407

●申 自主市民講座（全５回）→4/15号12㌻
担当公民館☎544-1407

● 農産物即売会→16㌻

12（日）

● フリーマーケット、リサイクル品の
無料提供、フードドライブ、おもちゃ
修理→2/15号８・９㌻ 担当 ごみ対策
課☎546-5300

● 多摩川クリーン作戦→１㌻
● 農産物即売会→16㌻

13（月）● １歳６か月児歯科健診・相談→21㌻

14（火）
● 民生委員・児童委員 パネル展・お悩

み相談会（5/17まで）→５㌻
● おひさまひろば→20㌻
● ３～４か月児健診→21㌻

15（水）

● 認知症カフェ→4/15号13㌻ 担当 介護
福祉課

● 小学校教科用図書の見本展示（6/14
まで）→６㌻

● 農産物即売会→16㌻
● 全国瞬時警報システム試験放送→20

㌻
● ３歳児健診→21㌻

16（木）
●申 就職面接会→4/15号７㌻ 担当産業振

興係
● 教育委員会定例会→17㌻
●申 乳幼児歯科健診→20㌻

17（金）● 出張ひろば→4/1号20㌻ 担当 子育て
ひろばなしのき☎543-6716

18（土）
●申 ヘルスアップ運動教室→4/15号13㌻

担当あいぽっく☎544-5126
● 農産物即売会→16㌻

19（日）

●申 江 戸 の 和 算 か ら 学 ぶ →4/1号18㌻
担当社会教育係

● わかちあいの会→4/1号20㌻ 担当 あ
いぽっく☎544-5126

● スポーツ週間 講座・無料開放→２㌻
● あきしま環境緑花フェスティバル→

３㌻
● 農産物即売会→16㌻

日 内　　容 メモ
19（日）● 市民健康づくり歩け歩け運動→19㌻

20（月）
●申 初 め て の 歯 磨 き 教 室 →4/1号21㌻

担当あいぽっく☎543-7303
●申 乳幼児歯科健診→20㌻

21（火）
22（水）● 農産物即売会→16㌻

●申 離乳食講座→21㌻

23（木）
24（金）●申 歯 科 講 演 会 →4/1号20㌻ 担当 あ い

ぽっく☎544-5126

25（土）
● あきしま郷土芸能まつり（5/26まで）

→５㌻
● 就学相談説明会→14㌻
● 農産物即売会→16㌻

26（日）● 農産物即売会→16㌻
● 納税の休日窓口→16㌻

27（月）● １歳６か月児歯科健診・相談→21㌻

28（火）
●申 ウォーキング教室→4/15号13㌻ 担当

あいぽっく☎544-5126
● 学校保健会講演会→14㌻

29（水）● 農産物即売会→16㌻
●申 離乳食講座→21㌻

30（木）●申 あそぼう！うたおう！絵本とわらべ
うた→11㌻

31（金）

●申 ゲートキーパー養成研修→4/15号９
㌻ 担当あいぽっく☎544-5126

● 固定資産税・都市計画税（１期分）、
軽自動車税（全期分）の納期限→16㌻

● 国民健康保険運営協議会→17㌻
● 児童福祉審議会、子ども・子育て会議 

→17㌻
6/1（土）● 親子ふれあいスポーツデー→19㌻

2（日）
※●申のイベントは、申し込みが必要です。
※ カレンダー内のページは、「広報あきしま」（特に明記してい

ない場合は今号）のページです。
※ 担当 で電話番号のないものはすべて市役所☎544-5111（代

表）です。

5/1・15
合併号

元号による表示を「令和」へ

　改元に伴い、５月１日以降、市では2019年
４月１日～ 2020年３月31日の年度の表示を、

「平成31年度」から「令和元年度」に変更しま
す。
　なお、市が発行する通知書や、計画などの
文書で、年度や日付の表示に「平成」を使用し
ている場合がありますが、法的な効力は変わ
りませんので、「令和」と読み替えてください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
☆詳しくは、情報推進課、または、法務担当へ。


